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平成 21 年４月 21 日の中央防災会議において、「重要文化財建造物及びその周辺地

域の総合防災対策のあり方」が報告されました。 
 

この報告は、重要文化財建造物とその周辺地域を一体的に捉え、地域全体の防災

力を高めるための方策等について総合的に取りまとめたものです。 
 

平成 20 年２月に開催された中央防災会議において、大規模地震時に市街地大火か

らの延焼等により多数の重要文化財建造物が被災する可能性があることが報告され

たことから、学識経験者や文化財所有者等から構成される「重要文化財建造物の総

合防災対策検討会」（座長：土岐 憲三 立命館大学教授）を設置して、検討を行って

きました。 
 

今後、この報告に基づき、国の関係省庁や地方公共団体等が連携して、重要文化

財建造物の周辺住民を含む地域が一体となり、重要文化財建造物とその周辺地域の

総合的な防災対策を推進していくこととしております。 
 

報告の主な内容は下記の通りです。 

 

 

地震時の被害の特徴 
 
○ 地震時には、断水や設備・配管等の破損により、消火栓等の消防水利や、放水銃、

ドレンチャー設備等の防火設備が使用できない可能性がある。 

 

○ 地震時には、火災の同時多発的な発生と道路の通行障害等があいまって、場所に

よっては消防機関が到着できない事態も想定される。 

 

○ 同時多発火災による市街地大火が発生すると、周辺地域の延焼が重要文化財を含

めた地域一帯に広がる危険性がある。 

 

 

主な対策 
 
○地震時に使用可能な消防水利及び防火設備の確保 

地震時にも確実に利用可能な水利（耐震性貯水槽や河川等の自然水利等）の確

保、耐震性に優れた配水管等の管路や地震時にも使用可能な可搬式ポンプ等の防
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火設備の整備等が必要である。 

 

○重要文化財建造物の所有者等と地域住民の共助体制の構築 

重要文化財建造物の所有者等が地域住民と協働して出火防止、早期発見及び初

期消火を確実に行い、地域全体として火災を初期の段階で抑える等、重要文化財

建造物の所有者と地域住民等の共助体制を構築することが必要である。 

 

○重要文化財建造物の周辺地域における延焼防止対策の実施 

  市街地からの延焼拡大防止のため、地区の特性や住民の意向を踏まえ、重要文

化財建造物の周辺地域における建物の不燃化や公園等の整備による空地の確保等

を行うことが重要である。 

 

○「重要文化財周辺地区防災計画（仮称）」策定の検討 

重要文化財建造物及びその周辺地区を一体的に捉え、消防水利や防火設備の整

備方針、災害時の連絡体制や避難方法等の地区の防災に関わる事項をまとめた

「重要文化財周辺地区防災計画（仮称）」の策定を検討することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

＜連絡・問い合わせ先＞ 

内閣府防災担当 

地震・火山・大規模水害対策担当参事官  池 内 幸 司 

企画官  岡 村 次 郎 

参事官補佐  菅 野 智 之 

TEL：03-3501-5693（直通） 

 

文部科学省文化庁 

文化財部参事官（建造物担当）      大 和 智 

付 震災対策部門主任文化財調査官  犬 飼 瑞 郎 

付 整備活用部門主任文化財調査官  豊 城 浩 行 

文化財調査官  西 山 和 宏 

TEL：03-5253-4111（内線：3146、2798） 

 

  総務省消防庁 

   予防課長                木 原 正 則 

   予防課設備専門官            渡 辺 剛 英 

TEL：03-5253-7523（直通） 

 

  国土交通省都市・地域整備局 

   都市・地域安全課長           高 橋 忍 

都市・地域安全課広域防災専門官     鐘 江 正 剛 

TEL：03-5253-8401（直通） 


